
２６第１４号議案  

 

   公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正について 

 このことについて、公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則を一部改

正したいので、別紙案を添えて請議します。 

 平成２６年７月２９日提出 

 

教育長 野 村 道 朗   

 

   説 明 

 この案を提出するのは、平成２６年７月８日から配偶者同行休業制度が導入

されたことに伴い、公立学校職員の退職手当の調整額の算定に関し、関係規定

を整備する必要があるからである。 



 

１ 
 

公立学校職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正の概要 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正(平成26年２月21日施行)及び職員の配偶者同行休業に

関する条例の制定(平成 26 年７月８日施行)により、配偶者同行休業制度が導入さ

れたことに伴い、公立学校職員の退職手当の調整額の算定に関し、関係規定を整備

する必要があるため。 

 

２ 改正の内容 

  配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間を、退職手当の

調整額の算定対象から除外する。 
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